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管
内
全
自
治
体
が
特
例
条
項
中
「
禁
錮
・
懲
役
」
を
「
拘

禁
」
に
改
正
済
。
し
か
し
、
若
松
・
磐
梯
・
下
郷
以
外
、

「
（
公
務
遂
行
中
の
）
交
通
事
故
」
の
限
定
は
外
れ
ず
。 

治
体
の
条
例
が
、「
拘
禁
」
に
改
正
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
場
合
、
効
力
に
問
題
は
な
い

か
？
」
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

自
治
労
本
部
は
、
分
科
会
の
席
上
、
回
答
を

保
留
し
、
後
日
顧
問
弁
護
士
へ
相
談
の
う

え
、
【
図
表
１
】
に
よ
る
発
文
を
行
い
ま
し

た
。 

▼
【
図
表
１
】
の
２
の
と
お
り
、「
職
員
の
分

限
に
関
す
る
条
例
」
の
特
例
条
項
の
中
で
、

「
禁
錮
」「
懲
役
」
と
い
う
文
言
を
使
用
し
て

い
る
場
合
、「
拘
禁
」
に
改
正
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
仮
に
改
正
し
な
い
ま
ま
、（
拘
禁
に

処
せ
ら
れ
た
）
対
象
者
が
出
た
場
合
、
当
局

は
、
本
来
、
分
限
条
例
で
助
け
ら
れ
る
は
ず

の
職
員
ま
で
処
分
し
て
し
ま
う
可
能
性
も

あ
り
ま
す
。 

▼
【
図
表
１
】
の
３
に
あ
る
よ
う
に
、
組
合

と
し
て
、
再
度
、
分
限
条
例
特
例
条
項
の
内

容
を
確
認
し
、
改
正
し
て
い
な
い
場
合
、
当

局
に
対
し
て
速
や
か
に
改
正
す
る
よ
う
に

要
求
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。 

▼
今
回
の
紙
面
学
習
シ
リ
ー
ズ
は
、
本
年
６

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
改
正
刑
法
に
伴

う
分
限
条
例
に
つ
い
て
で
す
。
な
お
、
こ
の

機
関
紙
の
昨
年
11
月
１
日
号
で
「
刑
法
改
正

と
分
限
条
例
」
と
題
し
て
特
集
し
て
い
ま
す

の
で
、
併
せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

▼
な
ぜ
２
回
目
の
特
集
と
な
っ
た
の
か
、
簡

単
に
ご
説
明
し
ま
す
。
先
月
17
日
・
18
日
の

２
日
間
、
東
京
で
「
第
11
回
じ
ち
ろ
う
全
国

共
済
集
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
第

２
分
科
会
「
じ
ち
ろ
う
マ
イ
カ
ー
共
済
の
魅

力
を
伝
え
る
方
法
と
は
？
」
の
中
で
、「
各
自

 

紙面学習 

当面の日程 

■12 月 20 日（土） 

13:00～単組等共済推進委

員セミナー（WEB）② 
 

■12 月 22 日（月） 

18:30～北会・耶麻ブロッ

ク会議（河東公民館） 
 

■12 月 26 日（金） 

総支部仕事納め （仕事始めは

1 月 5 日（月）です） 

【図表１】自治労本部発文内容 
 

自治労発 2025 第 1311 号 

2025 年 11 月 27 日 

 

「第 11 回じちろう全国共済集会（第 2 分科

会）での質問について」 

 

標記集会において、回答が保留となってい

た質問について、確認できましたので、下記の

通りお知らせいたします。 

 

記 

１．質問内容 

 2025 年 11 月 18 日（火） 

 第 2 分科会「じちろうマイカー共済の魅力

を伝える方法とは？」 

 Q 刑法の改正に伴い「懲役・禁固刑」が「拘

禁刑」に一本化されたが、各自治体の条例の条

文が修正されていなかった場合、効力に問題

はないか？ 

 

２．顧問弁護士への法律相談の結果 

 本年６月１日施行の刑法改正で、刑の種類

のうち「禁錮」及び「懲役」が廃止され、「拘

禁」となりました。それに伴い、同日施行の地

公法改正で１６条１号の「禁錮」が「拘禁」と

されました。  

 職員の分限に関する条例の失職の特例規定

を改正せず、「禁錮」という文言を使用し続け

ている場合は「拘禁」に改正する必要がありま

す。改正しない場合、「拘禁」に処せられた職

員に対し、当局が失職の特例規定を適用せず

に失職させる対応をとる可能性があります。 

  

３．今後の対応について 

 県本部は県内単組の実態を把握した上で、

分限特例条項の条文中に「禁錮」及び「懲役」

が記載されている場合、刑法改正に伴い失職

の特例規定を改正すべきところ改正されてい

ないと当局に対して指摘し、速やかに改正す

るよう求めてください。  

 なお、「刑法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例」等によ

り、複数の条例の「禁錮」「懲役」をまとめて

「拘禁」に改正する地方公共団体もあり、 

そのような方法で分限条例の失職の特例の規

定の「禁錮」が「拘禁」に改正されていれば問

題ありません。 

 また、条例で、次のような失職の特例条項を

定めている場合も問題がありません。 

  

 第〇条 任命権者は地方公務員法第 16 条

第 1 号に該当するに至った職員のうち、その

刑の執行を猶予せられた者については、情状

によりその職を失わないものとすることがで

きる。 

シ
リ
ー
ズ
41 

『
分
限
条
例
』
２ 
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▼
【
図
表
２
】
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
の
例
規
集

か
ら
、
管
内
自
治
体
の
分
限
条
例
特
例

条
項
を
調
査
し
た
結
果
で
が
、
総
支
部

内
全
自
治
体
が
「
拘
禁
」
に
改
正
し
て
あ

る
よ
う
で
す
。 

「
評
価
」
の
項
目
に
「
○
」
と
「
△
」

が
あ
り
ま
す
。
全
自
治
体
「
拘
禁
」
に
改

正
し
て
あ
る
の
で
、「×

」
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
で
は
、「
○
」
と
「
△
」
の

違
い
は
何
か
？
そ
れ
は
、「
公
務
遂
行
中

の
交
通
事
故
」
に
限
っ
て
特
例
と
し
て

い
る
か
否
か
で
す
（
南
会
津
町
は
「
交
通

事
故
」
）
。
仮
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
交
通

事
故
を
起
こ
し
て
、
拘
禁
刑
に
処
せ
ら

れ
た
場
合
、
執
行
猶
予
が
つ
い
た
と
し

て
も
、「
△
」
の
自
治
体
に
お
い
て
は
「
自

動
失
職
」
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
「
○
」

の
自
治
体
は
、
交
通
事
故
に
限
定
し
て

い
な
い
の
で
、
例
え
ば
イ
ベ
ン
ト
等
で

過
失
に
よ
り
参
加
者
を
死
傷
さ
せ
て
し

ま
っ
た
よ
う
な
場
合
、
拘
禁
刑
に
処
せ

ら
れ
て
も
、
執
行
猶
予
が
つ
け
ば
「
職
員

と
い
う
財
産
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
訳
で
す
。「
拘
禁
刑
」
へ
の
改
正

時
が
、「
○
」
に
す
る
「
最
大
の
チ
ャ
ン

ス
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、「
△
」
の

単
組
は
、
引
き
続
き
改
正
を
求
め
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

○
今
年
も
残
す
と
こ
ろ
約
半
月
、
早
い

で
す
ね
ぇ
（
汗
）。 

○
さ
て
、
次
号
（
１
月
１
日
号
）
機
関
紙

で
は
、
恒
例
の
豪
華
景
品
が
当
た
る
「
新

春
お
年
玉
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル
」
を

実
施
し
ま
す
！
前
回
、「
簡
単
す
ぎ
る
」

と
の
ご
意
見
が
あ
っ
た
の
で
、
今
回
は

少
し
難
し
く
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
パ
ズ
ル
は
、
ご
家
族
で
解
い
て
い
た

だ
け
る
よ
う
な
内
容
と
な
る
よ
う
工
夫

し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
で
お

楽
し
み
く
だ
さ
い
。
で
は
、
良
い
お
年
を

お
迎
え
く
だ
さ
い
。 

 

（
坂
内
） 

 
 
 
 

 

 

会津総支部ホームペ

ージのトップページ

です。 

 
 

 

 

 

総支部機関紙のバッ

クナンバーは、こち

らから。 

 
 

 

 

 

 

総支部 HP 機関紙 編
集
後
記 

 
 

 
 

 

 

【図表２】各自治体の分限条例（特例条項）WEB 調査 

自治体名 分限条例特例条項の内容 評価 

会 津 若 松 市 

第 9 条 任命権者は、法第 16 条第 1 号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであ

り、かつ、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができ

る。 

○ 

磐 梯 町 

第 8 条 任命権者は、法第 16 条第 1 号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失に

よらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わせないものとす

ることができる。 

○ 

猪 苗 代 町 
第６条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたもの

については、情状により、その職を失わないものとすることができる。 
△ 

喜 多 方 市 
第６条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたもの

については、情状により、その職を失わないものとすることができる。 
△ 

西 会 津 町 
第 7 条 任命権者は，公務遂行中の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で，その刑の執行を猶予されたもの

については，情状により，その職を失わないものとすることができる。 
△ 

会 津 坂 下 町 
第 6 条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたもの

については、情状により、その職を失わないものとすることができる。 
△ 

柳 津 町 
第５条 任命権者は、拘禁刑の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罰が公務執行上の交通事故によるもの

であり、かつ刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。 
△ 

湯 川 村 
第５条 任命権者は、拘禁刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罰が公務執行上の交通事故によるものであ

り、かつ刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。 
△ 

金 山 町 
第 8 条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたもの

については、情状により、その職を失わないものとすることができる。 
△ 

会 津 美 里 町 
第 6 条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたもの

については、情状により、その職を失わないものとすることができる。 
△ 

南 会 津 町 
第 5 条 任命権者は、過失による交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものに

ついては、情状により、その職を失わないものとすることができる。 
△※ 

下 郷 町 

第６条 任命権者は、法第 16 条第１号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであ

り、かつ、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができ

る。 

○ 

只 見 町 
第 5 条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたもの

については、情状により、その職を失わないものとすることができる。 
△ 

福 島 県 
第六条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたもの

については、情状により、その職を失わないものとすることができる。 
△ 

 


